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ル

バ
ー
ド
ー
ム
い
き
い
き
の
郷

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
十
文
字
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
通
所
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
雄
福
祉
セ

ン
タ
ー
指
定
通
所
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
雄
風
荘
指
定

通
所
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
平
寿
苑
指
定

通
所
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
横
手
福
祉
セ

ン
タ
ー
指
定
通
所
介
護
事
業
所

に
か
ほ
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
五
一
二
八
〇
〇
一
九

〇
五
五
〇
三
八
〇
〇
二
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
市
西
木
町
門
屋
字
屋
敷
田
百
番
地

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
七

事
　
　
業
　
　
者

仙
北
市

横
手
市

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

仙
北
市
介
護
老
人
保
健
施
設
に
し
き
園

横
手
市
介
護
老
人
保
健
施
設
老
健
お
お

も
り

（
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）



平成17年12月 2日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1732号

５

〇
五
五
〇
三
八
〇
〇
二
六

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
七

横
手
市

平
成
十
七
年
十
月
一
日

横
手
市
介
護
老
人
保
健
施
設
老
健
お
お

も
り

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
一
二
一
三
〇
三
二

〇
五
七
一
二
一
三
〇
二
四

〇
五
七
〇
三
一
三
四
八
六

〇
五
七
〇
三
一
三
四
六
〇

〇
五
七
〇
三
五
一
一
二
二

〇
五
七
〇
三
一
三
四
三
七

〇
五
七
〇
三
一
三
四
二
九

〇
五
七
〇
三
一
三
二
二
一

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
市
角
館
町
菅
沢
十
五
の
一

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
下
高
野
七
十
二
番
地
七
十
三

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
の
三

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
百
八
番
地

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
末
館
五
十
番
地

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
十
七

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
館
廻
三
百
五
十
三
番
地

事
　
　
業
　
　
者

仙
北
市

仙
北
市

横
手
市

横
手
市

横
手
市

横
手
市

横
手
市

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

仙
北
市
か
く
の
だ
て
桜
苑
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
所

仙
北
市
田
沢
湖
短
期
入
所
生
活
介
護
事

業
所

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿
苑

老
人
短
期
入
所
施
設

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
憩
寿
園

老
人
短
期
入
所
施
設

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
雄
水
苑

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
白
寿
園

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

横
手
市
短
期
入
所
施
設
シ
ル
バ
ー
ド
ー

ム
い
き
い
き
の
郷

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
平
寿
苑
指
定

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

（
短
期
入
所
生
活
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
五
一
二
八
〇
〇
一
九

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
市
西
木
町
門
屋
字
屋
敷
田
百
番
地

事
　
　
業
　
　
者

仙
北
市

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

仙
北
市
介
護
老
人
保
健
施
設
に
し
き
園

（
短
期
入
所
療
養
介
護
）



平成17年12月 2日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1732号

秋
田
県
告
示
第
千
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。平

成
十
七
年
十
二
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

６

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
五
一
二
八
〇
〇
一
九

〇
五
五
〇
三
八
〇
〇
二
六

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
市
西
木
町
門
屋
字
屋
敷
田
百
番
地

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
七

事
　
　
業
　
　
者

仙
北
市

横
手
市

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

仙
北
市
介
護
老
人
保
健
施
設
に
し
き
園

横
手
市
介
護
老
人
保
健
施
設
老
健
お
お

も
り

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
一
二
一
二
九
五
〇

〇
五
七
一
二
一
二
九
四
三

〇
五
七
一
二
一
二
九
三
五

〇
五
七
一
二
一
二
九
二
七

〇
五
七
一
二
一
二
九
二
七

〇
五
七
〇
三
一
三
四
四
五

〇
五
七
〇
三
一
三
四
〇
三

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
浮
世
坂
二
十
番
地

仙
北
市
角
館
町
菅
沢
十
五
の
一

仙
北
市
西
木
町
桧
木
内
字
高
屋
百
十
番
地
二

仙
北
市
角
館
町
小
勝
間
野
五
十
四
番
地
五

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
宮
ノ
後
三
十
九
番
地

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
六

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

事
　
　
業
　
　
者

仙
北
市

仙
北
市

社
会
福
祉
法
人
仙
北
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
仙
北
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
仙
北
市
社
会
福

祉
協
議
会

横
手
市

横
手
市

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

仙
北
市
田
沢
湖
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

仙
北
市
角
館
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

仙
北
市
社
会
福
祉
協
議
会
西
木
ケ
ア
マ

ネ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
北
市
社
会
福
祉
協
議
会
角
館
ケ
ア
マ

ネ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
北
市
社
会
福
祉
協
議
会
田
沢
湖
ケ
ア

マ
ネ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

横
手
市
大
森
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

横
手
市
増
田
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所



平成17年12月 2日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1732号

秋
田
県
告
示
第
千
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

７

〇
五
七
〇
三
一
三
三
八
七

〇
五
七
〇
三
一
三
三
四
六

〇
五
七
〇
三
一
三
三
〇
四

〇
五
七
〇
三
一
三
二
八
八

〇
五
七
〇
三
一
三
二
五
四

〇
五
七
〇
三
一
三
二
一
三

〇
五
七
〇
三
一
三
一
六
三

〇
五
七
一
三
一
三
〇
六
三

〇
五
七
一
三
一
三
〇
五
五

〇
五
七
一
三
一
三
〇
四
八

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
二
十
九
番
地

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
三

横
手
市
大
雄
字
大
関
三
百
十
番
地

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
六

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
館
廻
三
百
五
十
三
番
地

横
手
市
四
日
町
三
番
二
十
三
号

に
か
ほ
市
象
潟
町
字
浜
山
百
二
十
一
番
地
二

に
か
ほ
市
平
沢
字
八
森
三
十
一
番
地
一
　
総
合
福
祉
交
流
セ

ン
タ
ー

に
か
ほ
市
金
浦
字
金
浦
三
百
二
十
一
番
地
一

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
に
か
ほ
市
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
に
か
ほ
市
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
に
か
ほ
市
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
十
文
字
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
山
内
福
祉
セ

ン
タ
ー
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
雄
福
祉
セ

ン
タ
ー
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
森
福
祉
セ

ン
タ
ー
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
雄
物
川
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
平
寿
苑
指
定

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
横
手
福
祉
セ

ン
タ
ー
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

象
潟
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

に
か
ほ
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

金
浦
居
宅
介
護
支
援
事
業
所



平成17年12月 2日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1732号

秋
田
県
告
示
第
千
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

８

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
一
二
五
一
〇
八
一

〇
五
七
一
二
五
一
〇
七
三

〇
五
七
〇
三
五
一
一
四
八

〇
五
七
〇
三
五
一
一
三
〇

〇
五
七
〇
三
五
一
一
二
二

〇
五
七
〇
三
五
一
一
一
四

〇
五
七
〇
三
五
一
一
〇
六

〇
五
七
〇
三
五
一
〇
九
八

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
下
高
野
七
十
二
番
地
七
十
三

仙
北
市
角
館
町
菅
沢
十
五
の
一

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
の
三

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
百
八
番
地

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
末
館
五
十
番
地

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
十
七

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
館
廻
三
百
五
十
三
番
地

事
　
　
業
　
　
者

仙
北
市

仙
北
市

横
手
市

横
手
市

横
手
市

横
手
市

横
手
市

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

仙
北
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
た
ざ
わ

こ
清
眺
苑

仙
北
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
か
く
の

だ
て
桜
苑

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿
苑

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
憩
寿
園

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
雄
水
苑

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
白
寿
園

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
シ
ル
バ

ー
ド
ー
ム
い
き
い
き
の
郷

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
平
寿
苑

介
護
保
険
事
業
者
番
号

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

事
　
　
業
　
　
者

廃

止

年

月

日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

（
訪
問
介
護
）
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９

〇
五
七
二
七
一
二
八
六
七

〇
五
七
二
七
〇
二
五
六
一

〇
五
七
二
七
〇
三
〇
七
二

〇
五
七
二
七
〇
三
二
六
二

〇
五
七
二
七
〇
三
六
二
七

〇
五
七
二
七
〇
二
四
一
三

〇
五
七
二
七
〇
四
〇
七
〇

〇
五
七
〇
三
〇
四
三
九
四

〇
五
七
二
六
〇
四
〇
九
八

〇
五
七
二
六
〇
一
八
九
六

〇
五
七
二
五
〇
二
四
〇
九

〇
五
七
二
五
〇
二
一
四
四

平
鹿
郡
増
田
町
増
田
字
土
肥
館
百
七
十
三
番
地

平
鹿
郡
十
文
字
町
梨
木
羽
場
字
御
休
の
上
二
十
九
番
地

平
鹿
郡
山
内
村
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
地
三

平
鹿
郡
大
雄
村
字
大
関
三
百
十
番
地

平
鹿
郡
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
六

平
鹿
郡
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
蒋
沼
二
百
八
十
九
番
地

横
手
市
四
日
町
三
番
二
十
三
号

仙
北
郡
角
館
町
小
勝
田
字
野
間
五
十
四
番
地
五

仙
北
郡
田
沢
湖
生
保
内
字
宮
ノ
後
三
十
九
番
地

由
利
郡
仁
賀
保
町
平
沢
字
八
森
三
十
一
番
一
号

由
利
郡
金
浦
町
金
浦
字
金
浦
三
百
二
十
一
番
地
の
一

社
会
福
祉
法
人
増
田
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
十
文
字
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
山
内
村
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
大
雄
村
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
大
森
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
雄
物
川
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
平
鹿
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
角
館
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
田
沢
湖
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
仁
賀
保
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
金
浦
町
社
会
福

祉
協
議
会

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

増
田
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

十
文
字
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問

介
護
事
業
所

山
内
村
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

大
雄
村
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

大
森
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

雄
物
川
町
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
介
護

事
業
所

平
鹿
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

角
館
町
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
介
護
事

業
所

田
沢
湖
町
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
介
護

事
業
所

仁
賀
保
町
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事

業
所

金
浦
町
訪
問
介
護
事
業
所
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１０

〇
五
七
二
五
〇
四
〇
三
七

由
利
郡
象
潟
町
字
浜
山
百
二
十
一
番
二
号

社
会
福
祉
法
人
象
潟
町
社
会
福

祉
協
議
会

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

象
潟
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
七
〇
二
五
八
七

〇
五
七
二
七
〇
三
〇
八
〇

〇
五
七
二
七
〇
二
四
二
一

〇
五
七
二
七
〇
四
〇
八
八

〇
五
七
〇
三
〇
四
四
〇
二

〇
五
七
二
六
〇
四
八
七
四

〇
五
七
二
六
〇
四
一
〇
六

〇
五
七
二
五
〇
一
二
一
一

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

平
鹿
郡
十
文
字
町
梨
木
羽
場
字
御
休
の
上
二
十
九
番
地

平
鹿
郡
山
内
村
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
地
三

平
鹿
郡
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
蒋
沼
二
百
八
十
九
番
地

横
手
市
四
日
町
三
番
二
十
三
号

仙
北
郡
西
木
村
下
桧
木
内
字
高
屋
百
十
番
地
二

仙
北
郡
角
館
町
小
勝
田
字
野
間
五
十
四
番
地
五

由
利
郡
象
潟
町
字
浜
山
百
二
十
一
番
二
号

事
　
　
業
　
　
者

社
会
福
祉
法
人
十
文
字
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
山
内
村
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
雄
物
川
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
平
鹿
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
西
木
村
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
角
館
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
象
潟
町
社
会
福

祉
協
議
会

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

十
文
字
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問

入
浴
介
護
事
業
所

山
内
村
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

雄
物
川
町
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
入
浴

介
護
事
業
所

平
鹿
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

西
木
村
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
入
浴
介

護
事
業
所

角
館
町
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
入
浴
介

護
事
業
所

象
潟
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
訪
問
入

浴
介
護
事
業
所

（
訪
問
入
浴
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

事
　
　
業
　
　
者

廃

止

年

月

日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

（
通
所
介
護
）
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１１

介
護
保
険
事
業
者
番
号

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

事
　
　
業
　
　
者

廃

止

年

月

日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

（
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）

〇
五
七
二
七
〇
四
一
八
七

〇
五
七
二
七
〇
三
八
七
四

〇
五
七
二
七
〇
五
五
四
九

〇
五
七
二
七
〇
二
六
〇
三

〇
五
七
二
七
〇
三
二
八
八

〇
五
七
二
七
〇
三
〇
五
六

〇
五
七
二
七
〇
五
六
二
二

〇
五
七
〇
三
〇
四
四
一
〇

〇
五
七
二
六
〇
四
四
三
七

〇
五
七
二
六
〇
八
一
七
二

〇
五
七
二
五
〇
三
九
〇
二

平
鹿
郡
山
内
村
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
地
三

平
鹿
郡
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
十
七

平
鹿
郡
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

平
鹿
郡
十
文
字
町
梨
木
羽
場
字
御
休
の
上
二
十
九
番
地

平
鹿
郡
大
雄
村
字
大
関
三
百
十
番
地

平
鹿
郡
雄
物
川
町
今
宿
字
末
館
四
十
七
番
二
号

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
舘
廻
三
百
五
十
三
番
地

横
手
市
横
手
町
字
一
の
口
百
二
番
地

仙
北
郡
田
沢
湖
町
神
代
字
野
中
清
水
二
百
九
十
二
番
地
一

仙
北
郡
角
館
町
田
町
上
丁
三
十
五
番
地
一

由
利
郡
仁
賀
保
町
平
沢
字
八
森
三
十
一
番
一
号

山
内
村

大
森
町

増
田
町

社
会
福
祉
法
人
十
文
字
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
大
雄
村
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
雄
物
川
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
平
鹿
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

田
沢
湖
町

社
会
福
祉
法
人
角
館
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
仁
賀
保
町
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

山
内
村
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿
苑

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

大
森
町
指
定
通
所
介
護
事
業
所

増
田
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

十
文
字
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
通
所

介
護
事
業
所

大
雄
村
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
通
所
介

護
事
業
所

雄
物
川
町
社
会
福
祉
協
議
会
通
所
介
護

事
業
所

平
鹿
町
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

指
定
通
所
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
康
寿
館

田
沢
湖
町
通
所
介
護
事
業
所

田
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

仁
賀
保
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
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１２

〇
五
五
二
六
八
〇
〇
三
五

〇
五
五
二
七
八
〇
〇
二
五

仙
北
郡
西
木
村
門
屋
字
屋
敷
田
百

平
鹿
郡
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
十
七

西
木
村

大
森
町

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

西
木
村
介
護
老
人
保
健
施
設
に
し
き
園

大
森
町
介
護
老
人
保
健
施
設
お
お
も
り

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
七
〇
四
一
九
五

〇
五
七
二
七
〇
四
二
七
八

〇
五
七
二
七
五
〇
六
三
六

〇
五
七
二
七
〇
三
八
七
四

〇
五
七
二
七
〇
五
六
七
一

〇
五
七
二
七
〇
五
五
八
〇

〇
五
七
二
六
〇
五
四
四
二

〇
五
七
二
六
〇
三
五
五
三

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

平
鹿
郡
山
内
村
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
地
三

平
鹿
郡
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
百
八

平
鹿
郡
雄
物
川
町
今
宿
字
末
館
五
十
番
地

平
鹿
郡
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
十
四

平
鹿
郡
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
舘
廻
三
百
五
十
三
番
地

仙
北
郡
角
館
町
岩
瀬
字
菅
沢
十
五
番
一
号

仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
下
高
野
七
十
二
番
一
号

事
　
　
業
　
　
者

山
内
村

十
文
字
町

雄
物
川
町

大
森
町

増
田
町

社
会
福
祉
法
人
平
鹿
町
社
会
福

祉
協
議
会

角
館
町

田
沢
湖
町

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

山
内
村
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿
苑

老
人
短
期
入
所
施
設

十
文
字
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
憩
寿

園
老
人
短
期
入
所
施
設

雄
物
川
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
雄
水

苑指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
白
寿

園特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
シ
ル
バ
ー
ド
ー

ム
い
き
い
き
の
郷
短
期
入
所
生
活
介
護

事
業
所

平
鹿
町
平
寿
苑
指
定
短
期
入
所
生
活
介

護
事
業
所

町
立
か
く
の
だ
て
桜
苑
短
期
入
所
生
活

介
護
事
業
所

田
沢
湖
町
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

（
短
期
入
所
生
活
介
護
）



平成17年12月 2日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1732号

秋
田
県
告
示
第
千
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１３

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
七
八
〇
〇
二
五

〇
五
五
二
六
八
〇
〇
三
五

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

平
鹿
郡
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
七

仙
北
郡
西
木
村
門
屋
字
屋
敷
田
百

事
　
　
業
　
　
者

大
森
町

西
木
村

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

大
森
町
介
護
老
人
保
健
施
設
お
お
も
り

西
木
村
介
護
老
人
保
健
施
設
に
し
き
園

（
短
期
入
所
療
養
介
護
）

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
六
〇
一
六
八
〇

〇
五
七
二
六
〇
一
三
八
三

〇
五
七
二
六
〇
一
八
七
〇

〇
五
七
二
六
〇
一
一
六
九

〇
五
七
二
六
〇
一
五
九
九

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
郡
角
館
町
岩
瀬
字
菅
沢
十
五
番
一
号

仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
宮
ノ
後
三
十
番
地

仙
北
郡
西
木
村
下
桧
木
内
字
高
屋
百
十
番
地
二

仙
北
郡
角
館
町
小
勝
田
字
野
間
五
十
四
番
地
五

仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
宮
ノ
後
三
十
九
番
地

事
　
　
業
　
　
者

角
館
町

田
沢
湖
町

社
会
福
祉
法
人
西
木
村
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
角
館
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
田
沢
湖
町
社
会

福
祉
協
議
会

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

角
館
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

田
沢
湖
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

西
木
村
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

角
館
町
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

田
沢
湖
町
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護

支
援
事
業
所



平成17年12月 2日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1732号

１４

〇
五
七
二
七
〇
一
三
九
九

〇
五
七
二
七
〇
〇
八
八
八

〇
五
七
二
七
〇
〇
五
二
四

〇
五
七
二
七
〇
〇
八
一
三

〇
五
七
二
七
〇
二
八
〇
一

〇
五
七
二
七
〇
〇
二
四
三

〇
五
七
二
七
〇
〇
九
五
三

〇
五
七
二
七
〇
〇
七
三
〇

〇
五
七
〇
三
〇
〇
二
五
一

〇
五
七
二
五
〇
〇
五
五
一

〇
五
七
二
五
〇
〇
二
二
一

〇
五
七
二
五
〇
〇
一
七
一

平
鹿
郡
大
森
町
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
六

平
鹿
郡
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

平
鹿
郡
十
文
字
町
梨
木
羽
場
字
御
休
の
上
二
十
九
番
地

平
鹿
郡
山
内
村
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
地
三

平
鹿
郡
大
雄
村
字
大
関
三
百
十
番
地

平
鹿
郡
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
六

平
鹿
郡
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
舘
廻
三
百
五
十
三
番
地

横
手
市
四
日
町
三
番
二
十
三
号

由
利
郡
仁
賀
保
町
平
沢
字
八
森
三
十
一
番
一
号

由
利
郡
金
浦
町
金
浦
字
金
浦
三
百
二
十
一
番
地
の
一

由
利
郡
象
潟
町
字
浜
山
百
二
十
一
番
二
号

大
森
町

増
田
町

社
会
福
祉
法
人
十
文
字
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
山
内
村
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
大
雄
村
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
大
森
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
雄
物
川
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
平
鹿
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
仁
賀
保
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
金
浦
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
象
潟
町
社
会
福

祉
協
議
会

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

大
森
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

増
田
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

十
文
字
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

山
内
村
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

大
雄
村
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

大
森
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

雄
物
川
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

平
鹿
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

仁
賀
保
町
社
会
福
祉
協
議
会
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

金
浦
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

象
潟
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所



平成17年12月 2日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1732号

秋
田
県
告
示
第
千
十
七
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
し
、

秋
田
県
告
示
第
千
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
一
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定

介
護
老
人
福
祉
施
設
を
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

当
該
申
請
に
係
る
申
請
書
及
び
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）

を
縦
覧
に
供
す
る
。

す
る
。平

成
十
七
年
十
二
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１５

介
護
保
険
事
業
者
番
号

〇
五
七
二
六
五
〇
五
二
一

〇
五
七
二
六
五
〇
五
五
四

〇
五
七
二
七
五
〇
六
六
九

〇
五
七
二
七
五
〇
六
五
一

〇
五
七
二
七
五
〇
六
三
六

〇
五
七
二
七
五
〇
六
四
四

〇
五
七
二
七
五
〇
六
二
八

〇
五
七
二
七
五
〇
七
九
二

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
郡
角
館
町
岩
瀬
字
菅
沢
十
五
番
一
号

仙
北
郡
田
沢
湖
生
保
内
字
下
高
野
七
十
二
番
一
号

平
鹿
郡
山
内
村
土
渕
字
鶴
ヶ
池
三
十
一
番
地
三

平
鹿
郡
十
文
字
町
梨
木
羽
場
字
御
休
ノ
上
百
八

平
鹿
郡
雄
物
川
町
今
宿
字
末
舘
五
十
番
地

平
鹿
郡
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
十
七

平
鹿
郡
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
舘
廻
三
百
五
十
三
番
地

事
　
　
業
　
　
者

角
館
町

田
沢
湖
町

山
内
村

十
文
字
町

雄
物
川
町

大
森
町

増
田
町

社
会
福
祉
法
人
平
鹿
町
社
会
福

祉
協
議
会

指
定
辞
退
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

町
立
か
く
の
だ
て
桜
苑

田
沢
湖
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
清
眺

苑山
内
村
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿
苑

十
文
字
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
憩
寿

園雄
物
川
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
雄
水

苑大
森
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
白
寿
園

増
田
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
シ
ル
バ

ー
ド
ー
ム
い
き
い
き
の
郷

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
平
寿
苑



平成17年12月 2日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1732号

な
お
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を

有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

（一）

名
称
　
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
計
画
株
式
会
社

（二）

住
所
　
潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
槻
十
三
番
地
の
一

（三）

代
表
者
の
氏
名
　
代
表
取
締
役
　
平
　
野
　
久
　
貴

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
苗
取
沢
四
十
九
番
地
外

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
五
条

第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場

四
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類

溶
融
固
化
物
、
飛
灰
を
処
理
し
た
も
の
及
び
焼
却
残
さ
（
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
の
う
ち
特
別
管
理

一
般
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
申
請
年
月
日
　
平
成
十
七
年
十
一
月
七
日

六
　
申
請
書
等
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

（一）

縦
覧
場
所

（１）

潟
上
市
昭
和
乱
橋
字
古
開
百
七
十
二
番
地
の
一
　
秋
田
県
秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部

（２）

潟
上
市
飯
田
川
下
虻
川
字
八
ツ
口
七
十
番
地
　
潟
上
市
市
民
生
活
部
生
活
環
境
課

（３）

秋
田
市
寺
内
蛭
根
三
丁
目
二
十
四
番
三
号
　
秋
田
市
環
境
部
廃
棄
物
対
策
課

（二）

縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
四
日
ま
で

（三）

縦
覧
時
間
　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七
　
意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先

（一）

提
出
期
限
　
平
成
十
八
年
一
月
十
八
日

（二）

提
出
先
　
六
（一）
に
同
じ
。

秋
田
県
告
示
第
千
十
八
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の

二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施

設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
申
請
に
係
る
申
請
書
及
び
当
該
産

業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
変
更
を
行
う
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
同
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
の
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保

全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

（一）

名
称
　
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
計
画
株
式
会
社

（二）

住
所
　
潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
槻
十
三
番
地
の
一

（三）

代
表
者
の
氏
名
　
代
表
取
締
役
　
平
　
野
　
久
　
貴

二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
苗
取
沢
四
十
九
番
地
外

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場

四
　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
動
植
物
性
残
さ
、

ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず
、
鉱
さ
い
、
が

れ
き
類
、
ば
い
じ
ん
及
び
令
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
廃
棄
物
（
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
の
う
ち

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
申
請
年
月
日
　
平
成
十
七
年
十
一
月
七
日

六
　
申
請
書
等
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

（一）

縦
覧
場
所

（１）

潟
上
市
昭
和
乱
橋
字
古
開
百
七
十
二
番
地
の
一
　
秋
田
県
秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部

（２）

潟
上
市
飯
田
川
下
虻
川
字
八
ツ
口
七
十
番
地
　
潟
上
市
市
民
生
活
部
生
活
環
境
課

（３）

秋
田
市
寺
内
蛭
根
三
丁
目
二
十
四
番
三
号
　
秋
田
市
環
境
部
廃
棄
物
対
策
課

（二）

縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
四
日
ま
で

（三）

縦
覧
時
間
　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七
　
意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先

（一）

提
出
期
限
　
平
成
十
八
年
一
月
十
八
日

（二）

提
出
先
　
六
（一）
に
同
じ
。

秋
田
県
告
示
第
千
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
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い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
反
　
田
　
悦
　
生

秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
番
二
十
五
号

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
矢
島
店

由
利
本
荘
市
矢
島
町
元
町
字
間
木
百
二
十
三
番
地

（三）

変
更
し
た
事
項

（１）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

ア
　
変
更
前
　
マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
番
二
十
五
号

イ
　
変
更
後
　
マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
番
二
十
五
号

代
表
取
締
役
　
反
　
田
　
悦
　
生

株
式
会
社
　
ツ
ル
ハ

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
十
四
条
東
二
十
丁
目
一
番
二
十
一
号

代
表
取
締
役
　
鶴
　
羽
　
　
　
樹

（２）

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

ア
　
変
更
前
　
由
利
郡
矢
島
町
元
町
字
間
木
百
二
十
三
番
地

イ
　
変
更
後
　
由
利
本
荘
市
矢
島
町
元
町
字
間
木
百
二
十
三
番
地

（四）

変
更
の
年
月
日

（１）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

平
成
十
八
年
七
月
十
六
日

（２）

住
所
変
更

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

（五）

変
更
す
る
理
由

（１）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

小
売
業
者
の
新
規
出
店
の
た
め

（２）

住
所
変
更

市
町
村
合
併
に
よ
る
居
住
表
示
の
変
更
の
た
め

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

由
利
本
荘
市
役
所
　
商
工
観
光
部
　
商
工
振
興
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
二
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
千
二
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
反
　
田
　
悦
　
生

秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
番
二
十
五
号

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
矢
島
店

由
利
本
荘
市
矢
島
町
元
町
字
間
木
百
二
十
三
番
地

（三）

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

（１）

大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
の
合
計

ア
　
変
更
前
　
千
八
百
九
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

イ
　
変
更
後
　
二
千
六
百
三
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

（２）

駐
車
場
の
収
容
台
数
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ア
　
変
更
前
　
百
三
十
七
台

イ
　
変
更
後
　
百
二
十
五
台

（３）

駐
輪
場
の
収
容
台
数

ア
　
変
更
前
　
五
十
台

イ
　
変
更
後
　
七
十
台

（４）

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

ア
　
変
更
前
　
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

イ
　
変
更
後
　
二
百
三
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

（５）

廃
棄
物
等
保
管
施
設
の
容
量

ア
　
変
更
前
　
四
十
四
・
五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

イ
　
変
更
後
　
四
十
八
・
一
三
立
方
メ
ー
ト
ル

（６）

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

ア
　
変
更
前

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

開
店
時
刻
　
午
前
八
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
十
一
時

イ
　
変
更
後

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

開
店
時
刻
　
午
前
八
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
十
一
時

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

開
店
時
刻
　
午
前
九
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

（四）

変
更
す
る
年
月
日

平
成
十
八
年
七
月
十
六
日

（五）

変
更
す
る
理
由

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
が
新
規
出
店
す
る
た
め

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

由
利
本
荘
市
役
所
　
商
工
観
光
部
　
商
工
振
興
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
二
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
千
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
千
二
十
二
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
閲
覧
所
を
設
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

そ
の
場
所
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１８

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

本
荘
西
仙
北
角
館

線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
仙
市
土
川
字
小
杉
山
沢
ノ
内
関
田
山
一
番
地
六

地
先
か
ら
字
小
杉
山
二
二
二
番
ま
で

課
　
　
所
　
　
名

秋
田
県
建
設
交
通
部
建
築
住
宅
課

秋
田
県
鹿
角
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

住
　
　
　
　
　
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

鹿
角
市
花
輪
字
六
月
田
一
番
地

閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
る
名
簿
等
の
範
囲

全
県

鹿
角
市
　
鹿
角
郡

宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
閲
覧
所
の
場
所
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秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
八
号

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
渡
　
部
　
　
　
聡
　

一
　
日
時
　
平
成
十
七
年
十
二
月
五
日
　
午
前
十
時
四
十
分

二
　
場
所
　
教
育
委
員
会
委
員
室

三
　
案
件

（一）

議
会
の
議
決
を
経
る
べ
き
教
育
関
係
議
案
に
対
す
る
意
見
に
つ
い
て
の
専
決
処
分
報
告

（二）

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
に
対
す
る
意
見

（三）

そ
の
他

平
成
十
七
年
十
月
十
六
日
に
実
施
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
秋
田
県
知
事
の
委
任
に
係
る
平
成
十
七
年
度
宅
地
建
物

取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
結
果
次
の
者
が
合
格
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

合
格
者
は
五
十
問
中
三
十
三
問
以
上
正
解
の
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
十
六

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
一
部
を
免
除
さ
れ
た
者
は
四
十
五
問
中
二
十
八
問
以
上
正
解
の
者

と
す
る
。

試
験
問
題
の
正
解
番
号
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日財

団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
理
事
長
　
三
　
澤
　
　
　
眞
　

教

育

委

員

会

告

示

１９

秋
田
県
鹿
角
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

秋
田
県
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設

部
建
築
課

秋
田
県
山
本
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

秋
田
県
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

秋
田
県
由
利
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

秋
田
県
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

秋
田
県
平
鹿
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

秋
田
県
雄
勝
地
域
振
興
局
建
設
部

建
築
課

鹿
角
市
花
輪
字
六
月
田
一
番
地

北
秋
田
市
鷹
巣
字
東
中
岱
七
十

六
番
地
の
一

能
代
市
御
指
南
町
一
番
十
号

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号

由
利
本
荘
市
水
林
三
百
六
十
六

番
地

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
十
三
番
六

十
二
号

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十

一
号

湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
番
十

号

鹿
角
市
　
鹿
角
郡

大
館
市
　
北
秋
田
市

北
秋
田
郡

能
代
市
　
山
本
郡

秋
田
市
　
男
鹿
市

潟
上
市
　
南
秋
田
郡

由
利
本
荘
市
　
に
か

ほ
市

大
仙
市
　
仙
北
市

仙
北
郡

横
手
市

湯
沢
市
　
雄
勝
郡

そ
　
　

の
　
　

他

受

験

番

号

〇
五
〇
一
〇
〇
〇
九

〇
五
〇
一
〇
〇
一
二

〇
五
〇
一
〇
〇
一
四

〇
五
〇
一
〇
〇
三
九

〇
五
〇
一
〇
〇
四
七

〇
五
〇
一
〇
〇
五
五

〇
五
〇
一
〇
〇
七
四

〇
五
〇
一
〇
〇
七
七

〇
五
〇
一
〇
〇
八
九

〇
五
〇
一
〇
〇
九
二

〇
五
〇
一
〇
〇
九
三

〇
五
〇
一
〇
一
〇
四

〇
五
〇
一
〇
一
〇
八

〇
五
〇
一
〇
一
二
二

〇
五
〇
一
〇
一
四
〇

〇
五
〇
一
〇
一
五
八

〇
五
〇
一
〇
一
七
〇

〇
五
〇
一
〇
一
八
七

〇
五
〇
一
〇
一
八
九

〇
五
〇
一
〇
一
九
八

〇
五
〇
一
〇
二
〇
五

氏
　
　
　
名

斉
　
藤
　
秀
　
一

関
　
東
　
俊
　
明

島
　
田
　
真
佐
一

a

橋
　
岩
　
雄

鈴
　
木
　
美
生
子

柏
　
木
　
裕
　
紀

木
　
村
　
和
　
昭

佐
　
藤
　
千
緒
美

仲
野
谷
　
裕
　
子

安
　
部
　
直
　
樹

佐
　
藤
　
　
　
猛

竹
　
谷
　
和
　
夫

佐
々
木
　
町
　
子

佐
　
藤
　
　
　
弥

工
　
藤
　
ま
　
み

武
　
田
　
奈
津
子

後
　
藤
　
真
紀
子

佐
　
藤
　
真
由
美

杉
　
本
　
祥
　
子

本
　
間
　
大
　
輔

太
　
田
　
秀
　
之

受

験

番

号

〇
五
〇
一
〇
二
二
二

〇
五
〇
一
〇
二
二
三

〇
五
〇
一
〇
二
二
九

〇
五
〇
一
〇
二
三
〇

〇
五
〇
一
〇
二
三
四

〇
五
〇
一
〇
二
三
六

〇
五
〇
一
〇
二
三
七

〇
五
〇
一
〇
二
六
三

〇
五
〇
一
〇
二
七
五

〇
五
〇
一
〇
二
九
九

〇
五
〇
一
〇
三
〇
〇

〇
五
〇
一
〇
三
〇
八

〇
五
〇
一
〇
三
一
一

〇
五
〇
一
〇
三
一
三

〇
五
〇
一
〇
三
二
〇

〇
五
〇
一
〇
三
二
九

〇
五
〇
一
〇
三
三
八

〇
五
〇
一
〇
三
四
八

〇
五
〇
一
〇
三
六
〇

〇
五
〇
一
〇
三
六
七

〇
五
〇
一
〇
三
六
九

氏
　
　
　
名

中
　
川
　
美
保
子

船
　
尾
　
教
　
司

小
　
野
　
雅
　
志

須
　
田
　
陽
　
子

東
海
林
　
武
　
志

遠
　
藤
　
信
　
浩

塚
　
本
　
香
　
織

北
　
島
　
昌
　
未

松
　
木
　
久
　
幸

今
　
野
　
　
　
篤

山
　
田
　
志
紀
子

鈴
　
木
　
富
美
子

斉
　
藤
　
　
　
衛

岡
　
部
　
隆
　
之

北
　
嶋
　
ひ
ろ
み

伊
　
藤
　
加
奈
子

戸
　
田
　
洸
　
輔

菅
　
原
　
由
　
夏

竹
　
村
　
　
　
毅

工
　
藤
　
香
代
子

高
　
橋
　
良
　
延
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２０

〇
五
〇
一
〇
三
七
二

〇
五
〇
一
〇
三
八
九

〇
五
〇
一
〇
三
九
二

〇
五
〇
一
〇
四
〇
一

〇
五
〇
一
〇
四
〇
二

〇
五
〇
一
〇
四
二
一

〇
五
〇
一
〇
四
三
四

〇
五
〇
一
〇
四
三
九

〇
五
〇
一
〇
四
四
二

〇
五
〇
一
〇
四
四
六

〇
五
〇
一
〇
四
四
七

〇
五
〇
一
〇
四
四
八

〇
五
〇
一
〇
四
六
二

〇
五
〇
一
〇
四
七
五

〇
五
〇
一
〇
五
一
三

〇
五
〇
一
〇
五
一
五

〇
五
〇
一
〇
五
一
六

〇
五
〇
一
〇
五
一
八

〇
五
〇
一
〇
五
二
四

〇
五
〇
一
〇
五
三
一

〇
五
〇
一
〇
五
三
五

〇
五
〇
一
〇
五
四
一

〇
五
〇
一
〇
五
九
五

〇
五
〇
一
〇
五
九
七

〇
五
〇
一
〇
五
九
八

〇
五
〇
一
〇
六
〇
〇

〇
五
〇
一
〇
六
一
〇

〇
五
〇
一
〇
六
六
四

〇
五
〇
一
〇
六
六
六

〇
五
〇
一
〇
六
六
九

〇
五
〇
一
〇
六
七
九

〇
五
〇
一
〇
六
八
二

〇
五
〇
一
〇
六
八
四

〇
五
〇
一
〇
七
〇
七

佐
　
藤
　
美
　
雪

橋
　
本
　
信
　
子

佐
　
藤
　
義
　
博

大
　
池
　
幸
　
彦

佐
々
木
　
智
　
子

熊
　
谷
　
光
　
代

鈴
　
木
　
健
　
司

佐
　
藤
　
健
　
己

川
　
辺
　
陽
　
介

和
　
田
　
憲
　
助

成
　
田
　
淳
　
子

伊
　
藤
　
良
　
樹

大
久
保
　
宏
　
幸

佐
々
木
　
之
　
弘

鈴
　
木
　
　
　
孝

梅
　
林
　
芳
　
弘

山
　
崎
　
　
　
昇

大
　
野
　
富
美
仁

吉
　
岡
　
恵
美
子

高
　
橋
　
誠
　
一

皆
　
川
　
真
寿
美

平
　
川
　
直
　
子

桜
　
田
　
邦
　
和

尾
　
内
　
英
　
夫

藤
　
村
　
隆
　
幸

長
　
澤
　
富
　
子

朝
　
倉
　
吉
之
助

安
　
藤
　
隆
　
康

池
　
田
　
　
　
洋

諸
　
澤
　
浩
　
二

吉
　
田
　
雅
　
之

小
　
南
　
悟
　
之

石
　
川
　
華
　
澄

蒔
　
苗
　
功
　
章

〇
五
〇
一
〇
七
二
一

〇
五
〇
一
〇
七
四
八

〇
五
〇
一
〇
七
五
〇

〇
五
〇
一
〇
七
五
四

〇
五
〇
一
〇
七
五
八

〇
五
〇
一
〇
七
七
二

〇
五
〇
一
〇
八
〇
二

〇
五
〇
一
〇
八
一
一

〇
五
〇
一
〇
八
一
三

〇
五
〇
一
〇
八
一
四

〇
五
〇
一
〇
八
二
〇

〇
五
〇
一
〇
八
三
六

〇
五
〇
一
〇
八
四
一

〇
五
〇
一
〇
八
四
七

〇
五
〇
一
〇
八
五
三

〇
五
〇
一
〇
八
五
五

〇
五
〇
一
〇
八
六
八

〇
五
〇
一
〇
八
七
三

〇
五
〇
一
〇
八
七
六

〇
五
〇
一
〇
八
九
二

〇
五
〇
一
〇
九
二
一

〇
五
〇
一
五
〇
〇
二

〇
五
〇
一
五
〇
〇
四

〇
五
〇
一
五
〇
〇
八

〇
五
〇
一
五
〇
一
一

〇
五
〇
一
五
〇
一
二

〇
五
〇
一
五
〇
一
四

〇
五
〇
一
五
〇
一
八

〇
五
〇
一
五
〇
二
四

〇
五
〇
一
五
〇
二
五

〇
五
〇
一
五
〇
二
八

〇
五
〇
一
五
〇
二
九

〇
五
〇
一
五
〇
三
五

〇
五
〇
一
五
〇
三
六

加
　
藤
　
倫
　
明

吉
　
田
　
勇
治
郎

須
　
田
　
眞
由
美

金
　
子
　
光
　
史

齊
　
藤
　
道
　
彦

吉
　
澤
　
雅
　
人

鈴
　
木
　
貴
　
嗣

鈴
　
木
　
房
　
紀

古
　
村
　
　
　
孝

齋
　
藤
　
洋
　
平

川
　
村
　
久
美
子

山
　
下
　
雄
　
晃

伊
　
藤
　
多
　
聞

渡
辺
谷
　
正
　
勝

赤
　
坂
　
淳
　
一

横
　
田
　
博
　
之

成
　
田
　
秀
　
明

渋
　
谷
　
千
　
佳

武
　
藤
　
友
　
和

大
　
竹
　
正
　
明

嵯
　
峨
　
壽
　
暢

加
　
藤
　
佳
　
子

小
笠
原
　
陽
　
子

大
　
渕
　
恵
　
子

菅
　
原
　
香
　
織

安
　
井
　
香
奈
子

佐
々
木
　
　
　
誠

小
　
松
　
優
　
香

床
　
尾
　
明
　
子

佐
々
木
　
徳
　
子

傳
　
野
　
　
　
亮

安
　
田
　
　
　
理

細
　
矢
　
恭
　
一

伊
　
藤
　
和
　
男

〇
五
〇
一
五
〇
四
五

〇
五
〇
一
五
〇
四
七

〇
五
〇
一
五
〇
五
五

〇
五
〇
一
五
〇
六
八

野
　
村
　
祐
　
樹

須
　
藤
　
由
美
子

小
　
野
　
定
　
美

三
　
浦
　
智
　
敦

〇
五
〇
一
五
〇
七
〇

〇
五
〇
一
五
〇
七
二

〇
五
〇
一
五
〇
七
三

福
　
田
　
新
　
一

谷
　
川
　
弘
　
樹

倉
　
藤
　
乃
　
輔

問１ 

３ 

問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９ 問 10

３ ３ ４ ４ ４ ２ １ １ ２ 

問 11

１ 

問 12 問 13 問 14 問 15 問 16 問 17 問 18 問 19 問 20

３ ２ ３ ３ ４ ３ １ ４ ３ 

問 21

４ 

問 22 問 23 問 24 問 25 問 26 問 27 問 28 問 29 問 30

３ ２ ４ ４ ２ ４ １ ３ １ 

問 31

４ 

問 32 問 33 問 34 問 35 問 36 問 37 問 38 問 39 問 40

１ ４ ３ ４ １ ３ ３ ３ ３ 

問 41

３ 

問 42 問 43 問 44 問 45 問 46 問 47 問 48 問 49 問 50
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